
訪問看護医療情報連携加算に係る掲示について 

 

新山手訪問看護ステーションは、厚生労働省が定める「訪問看護医療情報連携加算」の施

設基準を満たし、ICT（情報通信技術）を活用した医療情報連携体制を構築しておりま

す。 

他の医療機関等の関係職種が ICTを用いて記録したご利用者様の診療情報等を活用したう

えで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理をするため推進しています。 

在宅で療養を行っているご家族様の診療情報等について、電子情報組織等の ICTを用いて

常時確認できる体制を有し主治医やケアマネジャー、薬局などの関係機関と平時から連携

体制を構築しています。 

共有された診療情報等を活用したうえで、訪問看護ステーションであることを、事業内の

見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上にも掲載しています。（令和 8年 9月

30日まで経過措置） 

 

連携している関係機関の概要   

・愛の泉診療所 

・絆在宅クリニック 

・24 クリニック 

・ふく在宅クリニック 

・街のクリニック 

・ウィズケア居宅介護支援事業所 

・居宅介護支援事業所はなみずき      

 

 

掲載日（更新日）：2026 年 6月 1 日 


